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1月13日（火）まで

平成27年の最初の給
与支払日の前日まで

2月2日（月）まで

①　源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付（12月分）

②　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出

③　支払調書・源泉徴収票の本人への交付と提出
④　給与支払報告書・特別徴収票の提出
⑤　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成26年11月期）
法人税、復興特別法人税、法人事業税、法人事業所税、法人
住民税

⑥　法人（申告期限延長承認）の法人税確定申告
１カ月延長（平成26年10月期）
２カ月延長（平成26年９月期）

⑦　消費税確定申告（1カ月ごと）（11月期）
⑧　消費税確定申告（３カ月ごと）（２、５、８、11月期）
⑨　法人の中間申告納付（３月期）
法人税、復興特別法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、
法人住民税

⑩　法人の消費税中間申告納付
直前期年税額4,800万円超（1カ月ごと）10月期を除く。
直前期年税額400万円超（3カ月ごと）２、５、８月期

⑪　固定資産税の償却資産に関する申告書の提出

①　年末調整による過不足税額を調整した源泉徴収税額に基づき
納付する。

②　受給者から保険料控除・住宅取得控除等の申告書の提出を受
け、給与の支払者を経由して給与所得者の所轄税務長に提出する。

③　原稿料、税理士・会計士・弁護士報酬等。
⑤～⑩　法人の事業年度（課税期間）終了日は各月末日とする。
（付記）　申告期限延長法人の納付延長期間には利子税が賦課さ
れるので、事業年度終了後２カ月以内である法定期限内に法人
税額の見込納付を行う（通則法64①）。

⑦～⑧　消費税の課税期間特例選択届出書の課税期間を変更す
るときは、変更する課税期間の開始日の前日までに届出をしない
場合には認められない。

⑨　1年決算法人で納付額が法人税10万円超、消費税等24万円
超の場合である。

　　なお、中間納付の消費税等は24万円以下であっても平成27
年3月末決算分から、任意の６月中間申告対象期間の納付制度
が創設された。

⑪　平成27年１月１日現在の償却資産（地税383）

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　平成26年12月31日現在5,000万円超の国外財産を保有する居住者は国外財産調書を平成27年3月16日（月）までに提出する義務（内国税
の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律5）があり事前に準備する必要がある。

会
　
　
計

ヘ
ッ
ジ
会
計
の
限
定
的
な
見
直

し
、議
論
再
開
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

去
る
12
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
１
５
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は「
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
限
定
的

な
見
直
し
」が
審
議
さ
れ
た
。
な
お
、

同
見
直
し
は「
回
帰
分
析
を
有
効
性

判
定
の
事
後
テ
ス
ト
と
し
て
認
め
る

か
否
か
」、「
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
（
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
こ
と
で

ヘ
ッ
ジ
手
段
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
維
持

す
る
行
為
）取
引
が
ヘ
ッ
ジ
会
計
に

適
格
か
否
か
」、「
異
な
る
商
品
間
の

ヘ
ッ
ジ
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
」の

３
つ
が
検
討
項
目
で
あ
る
。

回
帰
分
析
の
事
後
テ
ス
ト
へ
の
導
入

第
１
０
９
回
お
よ
び
第
１
１
１
回

専
門
委
員
会（
本
誌
２
０
１
４
年
７

月
10
日
号（
№
１
３
８
５
）お
よ
び
９

月
10
日
号（
№
１
３
９
０
）各
情
報
フ

ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）の
議
論
を
踏
ま
え
、

一
定
の
閾
値
を
設
け
て
回
帰
分
析
を

事
後
テ
ス
ト
に
導
入
す
る
と
仮
定
し

た
う
え
で
、
事
務
局
は
次
の
事
項
を

検
討
し
た
。

①
　
有
効
と
判
定
さ
れ
る
閾
値
の
水

準
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か

②
　
デ
ー
タ
の
十
分
性
を
ど
の
よ
う

に
担
保
す
る
か

③
　
追
加
検
討
す
べ
き
事
項
は
何
か

①
～
③
の
検
討
の
結
果
、
事
務
局

は
次
の
２
つ
の
理
由
か
ら
追
加
検
討

が
非
常
に
困
難
と
し
、
今
後
検
討
を

行
わ
な
い
こ
と
を
提
案
し
た
。

・
回
帰
直
線
の
傾
き
や
決
定
係
数
等
の

閾
値
設
定
の
た
め
に
実
施
し
た
複

数
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
具

体
的
な
示
唆
が
得
ら
れ
ず
、
追
加
で

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
成
果
が

得
ら
れ
る
か
不
明
で
あ
る
こ
と

・
一
部
の
分
析
を
も
と
に
す
る
と
、
回

帰
分
析
の
利
用
が
か
な
り
制
約
さ

れ
る
た
め
、
回
帰
分
析
を
事
後
テ
ス

ト
に
利
用
す
る
所
期
の
目
的
が
達

成
さ
れ
な
い
こ
と

各
専
門
委
員
か
ら
は
、「
結
論
を
急

が
ず
、検
討
す
る
価
値
は
あ
る
」、「
検

討
を
断
念
す
る
た
め
の
理
由
に
納
得

が
い
か
な
い
」な
ど
の
意
見
が
複
数

聞
か
れ
た
が
、
事
務
局
は
理
由
を
再

検
討
し
、
親
委
員
会
で
諮
る
予
定
。

ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
取
引

事
務
局
は
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
通
じ
て
、
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
取

引
の
ケ
ー
ス
を
２
つ
に
整
理
し
た

が
、
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
を
行
う
前
に

繰
り
延
べ
ら
れ
て
い
た
ヘ
ッ
ジ
手
段

の
損
益
ま
た
は
評
価
差
額
の
処
理
の

明
確
化
の
ニ
ー
ズ
が
聞
か
れ
た
の

は
、
次
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

予
定
取
引
に
よ
り
発
注
が
見
込
ま

れ
る
資
産
ま
た
は
負
債
の
価
格
変
動
リ

ス
ク
等
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
対
し
て
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
適
用

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
定

取
引
の
実
行
可
能
性
は
極
め
て
高
い
も

の
の
、
資
産
ま
た
は
負
債
の
発
生
時
期

が
当
初
の
予
定
か
ら
後
ず
れ
し
た
こ
と

で
、
ヘ
ッ
ジ
手
段
の
決
済
が
先
行
す
る

た
め
、
資
産
ま
た
は
負
債
の
発
生
時
期

に
合
わ
せ
た
新
た
な
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
契
約
す
る
、ま
た
は
、ヘ
ッ
ジ
手
段

を
決
済
せ
ず
に
契
約
を
延
長
す
る
取
引

こ
れ
を
踏
ま
え
、
事
務
局
よ
り
こ

の
ケ
ー
ス
の
み
、
日
本
公
認
会
計
士

協
会
に
対
し
て
、「
金
融
商
品
会
計
に

関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」に
取
扱
い
を
明
示

す
る
よ
う
依
頼
す
る
方
向
性
が
示
さ

れ
た
。

異
な
る
商
品
間
の
ヘ
ッ
ジ

企
業
会
計
基
準
10
号「
金
融
商
品

に
関
す
る
会
計
基
準
」で
は
、
一
定

の
場
合
に
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
異
な
る
類

型
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
ヘ
ッ
ジ

手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
事
務
局
は
こ
の
取
扱
い
を
周

知
す
る
た
め
、
日
本
公
認
会
計
士
協

会
に
対
し
、
会
計
制
度
委
員
会
報
告

14
号「
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
実

務
指
針
」を
修
正
す
る
よ
う
に
検
討

を
依
頼
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
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フラッシュ

に
使
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
よ
く
考

え
る
と
適
切
と
い
え
る
の
か
ど
う
か

首
を
傾
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、「Business com

bination

（
企
業
結
合
）」で
あ
る
。
本
来
は
、

Business

は一般
的
に
は
事
業
な
の
で
、

「
事
業
結
合
」が
よ
り
正
確
で
は
あ

る
が
、
い
ま
さ
ら
変
更
は
き
か
な
い
。

仕
事
上
で
、
ア
ジ
ア
で
の
会
議
に

出
る
と
、
韓
国
・
中
国
の
会
計
士
の

英
語
力
に
は
圧
倒
さ
れ
る
。こ
れ
は
、

彼
ら
の
多
く
が
留
学
を
し
て
、
本
場

で
英
語
を
学
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
我
々
の
時
代
は
、
中
学
校
か
ら

大
学
ま
で
だ
と
10
年
間
英
語
教
育
を

受
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
読
み
書
き

は
ま
だ
よ
い
と
し
て
、Speaking

とH
earing

が
多
く
の
場
合
、
ま
っ

た
く
身
に
つ
い
て
い
な
い
。
実
際
、

多
く
の
日
本
人
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
英
語
を
使
い

こ
な
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
実
戦
で
使

用
す
る
た
め
の
英
語
教
育
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
が
行
き
届
い
て
い
な
い
。

近
年
、こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、

世
界
に
通
用
す
る
人
材
の
育
成
の
意

味
も
含
め
て
、
小
学
校
で
の
英
語
教

育
な
ど
の
幼
少
期
か
ら
の
英
語
教
育

が
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
大
学
で
は

日
本
人
の
留
学
生
を
増
や
す
試
み
が

開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
試
み

が
ぜ
ひ
と
も
、
う
ま
く
い
く
よ
う
に

心
か
ら
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

長
谷
川　

茂
男（
中
央
大
学
専
門
職
大

学
院
特
任
教
授
）

グローバル会計
の視点

グローバル会計
の視点

英　語英　語

外
で
生
活
し
た
年
齢
も
大
き
な
影

響
を
与
え
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う

に
、
繰
り
返
し
て
い
う
が
、
英
語
の

学
習
は
か
な
り
大
変
な
の
で
あ
る
。

私
は
会
計
に
関
す
る
英
文
を
訳
す

機
会
が
多
く
あ
る
が
、
で
き
る
限
り

直
訳
に
し
て
い
る
。
日
本
語
と
し
て

理
解
し
や
す
い
よ
う
に
訳
す
と
、
間

違
っ
た
理
解
を
し
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本

音
は
、「
日
本
語
で
わ
か
り
に
く
け
れ

ば
、
原
典
を
み
て
く
だ
さ
い
」と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
原
典
を
読
め

ば
、
日
本
語
訳
よ
り
は
ス
ム
ー
ズ
に

理
解
が
で
き
る
こ
と
が
多
い
。
会
計

の
世
界
で
も
多
く
の
英
語
か
ら
日
本

語
訳
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中

身
は
玉
石
混
交
で
あ
る
。

個
人
的
に
、
訳
と
し
て
秀
逸
と

思
う
の
は
、「T

ax allocation

（
税

効
果
）」と「Goodw

ill

（
の
れ
ん
）」

で
あ
る
。
日
本
に
税
効
果
会
計
が

導
入
さ
れ
る
と
き
に
、
税
効
果
会

計
を
逆
に
英
語
で「T

ax Effect 
A

ccounting
」
と
し
た
な
ど
笑
え

ぬ
話
も
あ
る
が
…
。
一
方
、
一
般
的

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
米
国
基

準
も
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
も
英
語
で
書
か
れ
た

基
準
書
で
あ
る
。
私
は
、
長
年
、
監

査
人
と
し
て
米
国
基
準
と
付
き
合
っ

て
き
た
が
、
米
国
基
準
の
日
本
語
の

全
訳
版
な
ど
は
み
た
こ
と
が
な
い
。

米
国
基
準
の
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と

と
利
用
者
が
限
定
的
で
商
売
に
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
米
国
基
準
の
連

結
財
務
諸
表
を
有
価
証
券
報
告
書
に

含
め
て
い
る
会
社
は
せ
い
ぜ
い
20
社

程
度
で
あ
り
、
そ
の
監
査
を
担
当
す

る
監
査
人
の
人
数
も
し
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
英
語
の
原
典
と
悪
戦
苦

闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
追

い
込
ま
れ
て
い
た
。

英
語
に
触
れ
る
機
会
の
な
い
人
ほ

ど
、
英
語
は
勉
強
す
れ
ば
ど
う
に
か

な
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
残
念

な
が
ら
、
英
語
の
習
得
は
そ
う
た
や

す
い
も
の
で
は
な
い
。
私
は
仕
事
の

関
係
で
家
族
と
一
緒
に
４
年
ほ
ど
カ

ナ
ダ
に
駐
在
し
た
が
、
私
の
娘
は
、

日
本
に
住
ん
で
い
る
人
が「
帰
国
子

女
が
英
語
を
話
せ
る
の
は
当
然
で
、

い
い
わ
ね
」な
ど
と
い
う
の
を
聞
く

と
、
怒
り
出
す
。
彼
女
は
、「
私
は
一

生
懸
命
努
力
し
た
か
ら
、
こ
の
程
度

ま
で
で
も
英
語
を
習
得
で
き
た
の
で

あ
り
、
海
外
に
い
れ
ば
自
然
に
英
語

が
習
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」と

主
張
す
る
。
短
い
年
数
で
英
語
を
モ

ノ
に
す
る
子
供
も
い
る
が
、
そ
う
で

は
な
い
子
ど
も
も
多
く
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
英
語
の
習
得
に
は
、
海

税
　
　
務

法
定
調
書
提
出
義
務
者
等
の
た
め

の
番
号
制
度
の
概
要
、公
表
─
国
税
庁

去
る
12
月
５
日
、
国
税
庁
は「
法

定
調
書
提
出
義
務
者
・
源
泉
徴
収
義

務
者
と
な
る
事
業
者
の
た
め
の
社
会

保
障
・
税
番
号
制
度
の
概
要
」を
公

表
し
た
。

こ
れ
は
、
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

「
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
つ
い

て
」（
国
税
庁
Ｈ
Ｐ「
調
達
・
そ
の
他

の
情
報
」→「
お
知
ら
せ
」）内
に
、
追

加
掲
載
さ
れ
た
も
の
。
法
定
調
書
提

出
義
務
者
・
源
泉
徴
収
義
務
者
と
し

て
押
さ
え
て
お
き
た
い
、社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
、
簡

潔
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

法
定
調
書
関
連
事
務

制
度
導
入
後
の
主
な
変
更
点
は
、

次
の
３
つ
で
あ
る
。

①
　
法
定
調
書
へ
の
個
人
番
号
ま
た

は
法
人
番
号
の
記
載

②
　
支
払
を
受
け
る
者
か
ら
個
人
番
号

の
提
供
を
受
け
る
際
の
本
人
確
認

③
　
法
定
調
書
提
出
時
の
本
人
確
認

①
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
１
月

１
日
以
降
の
支
払
に
係
る
法
定
調
書

に
は
、
支
払
を
受
け
る
者
の
個
人
番

号
ま
た
は
法
人
番
号
の
告
知
を
受
け

て
当
該
番
号
を
記
載
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
だ
し
、
税
法
に
告
知
義
務
の

あ
る
一
定
の
法
定
調
書
に
つ
い
て

は
、
番
号
の
告
知
に
３
年
間
の
猶
予

規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間

告
知
を
受
け
る
ま
で
は
記
載
し
な
く

て
も
よ
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

源
泉
所
得
税
関
連
事
務

源
泉
徴
収
義
務
者
が
、
税
務
署
に

提
出
す
る
書
類
の
主
な
変
更
点
は
次

の
①
・
②
、
給
与
所
得
者
か
ら
提
出

を
受
け
る
書
類
の
主
な
変
更
点
は
次

の
③
・
④
で
あ
る
。

①
　
申
請
書
、届
出
書
等
へ
の
個
人
番

号
ま
た
は
法
人
番
号
の
記
載

②
　
申
請
書
、届
出
書
等
提
出
時
の
本

人
確
認

③
　「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）申
告
書
」へ
の
個
人
番
号
ま

た
は
法
人
番
号
の
記
載

④
　「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）申
告
書
」の
提
出
を
受
け
る

際
の
本
人
確
認

＊

本
資
料
は
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
に

て
閲
覧
可
能（http://w

w
w

.nta.
go.jp/sonota/sonota/osirase/
m

ynum
berinfo/pdf/gaiyo.

pdf

）。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
へ
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
本
誌
２
０
１
４
年

11
月
１
日
号（
№
１
３
９
５
）特
集
も

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） ( 単位：％ポイント）●貴社の景況
26年10～ 12月期の「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業
は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。 
先行きを全産業でみると、大企業は「上昇」超で推移する見通し、中堅企業は27年4
～ 6月期に「下降」超に転じる見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっ
ています。
●国内の景況
26年10～12月期の「国内の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業は「上昇」超、
中堅企業、中小企業は「下降」超となっています。 
先行きを全産業でみると、大企業は「上昇」超で推移する見通し、中堅企業は27年4
～ 6月期に「上昇」超に転じる見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっ
ています。  
26年12月末時点の「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小
企業いずれも「不足気味」超となっています。 
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推
移する見通しとなっています。 
26年度は、0.9％の増収見込みとなっています（下期0.5%の減収見込み）。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込みとなっています。 
26年度は、1.1％の減益見込みとなっています（下期7.0％の減益見込み）。 
業種別にみると、製造業は増益見込み、非製造業は減益見込みとなっています。
26年度は、4.9％の増加見込みとなっています（下期3.3％の増加見込み）。 
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込みとなっています。

平成26年10―12月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状お
よび今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、出資金
または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、保険業は
資本金1億円以上）を対象としています。以下は、平成26年10ー12月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

27年4～6月
見通し

26年7～9月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） ( 単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

26年10～12月
現状判断

27年4～6月
見通し

26年7～9月
前回調査

26年10～12月
現状判断

27年1～3月
見通し

27年1～3月
見通し

1.6 
0.2 
2.2 
▲1.0 
▲0.5 
▲1.2 
▲8.2 
▲6.1 
▲8.6 

3.5 
2.4 
4.2 
0.1 
▲1.1 
0.5 

▲10.8 
▲7.8 
▲11.4 

5.0 
8.1 
3.4 
0.8 
1.0 
0.8 

▲10.1 
▲9.7 
▲10.2 

4.3 
5.0 
3.9 
▲1.8 
▲0.5 
▲2.2 
▲18.1 
▲16.7 
▲18.4 

11.1 
12.7 
10.2 
5.1 
2.6 
5.8 

▲10.0 
▲9.5 
▲10.1 

15.8 
16.7 
15.4 
10.0 
6.9 
10.9 
▲6.3 
▲7.5 
▲6.1 

5.0 
6.1 
4.5 
0.2 
▲1.6 
0.7 

▲10.5 
▲12.1 
▲10.2 

4.0 
3.3 
4.3 
▲2.0 
▲3.5 
▲1.5 
▲16.2 
▲16.8 
▲16.0 

15,714社
12,769社
81.3％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

国
際
会
計

投
資
会
社
の
開
示
に
関
す
る
Ａ
Ｓ

Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
12
月
４
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の

公
開
草
案「
財
務
サ
ー
ビ
ス
―
投
資

会
社（
ト
ピ
ッ
ク
946
）
―
そ
の
他
の

投
資
会
社
へ
の
投
資
に
関
す
る
開

示
」（
以
下
、「
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
」と
い
う
）

を
公
表
し
た
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
の
概
要

マ
ス
タ
ー
・
フ
ィ
ー
ダ
ー
契
約
で
の
、

フ
ィ
ー
ダ
ー
・
フ
ァ
ン
ド（
投
資
家
か

ら
資
金
を
集
め
て
、
マ
ス
タ
ー
・
フ
ァ

ン
ド
に
投
資
す
る
役
割
）の
経
営
成

績
は
、
主
に
マ
ス
タ
ー
・
フ
ァ
ン
ド
の

経
営
成
績
に
依
存
し
て
い
る
。
現
在

の
Ｓ
Ｅ
Ｃ（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、
１
９
４
０
年
投
資

会
社
法
で
規
制
さ
れ
る
フ
ィ
ー
ダ
ー
・

フ
ァ
ン
ド
に
対
し
、
フ
ィ
ー
ダ
ー
・
フ
ァ

ン
ド
の
財
務
諸
表
に
マ
ス
タ
ー
・
フ
ァ

ン
ド
の
財
務
諸
表
を
添
付
す
る
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
。
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
は
、

１
９
４
０
年
投
資
会
社
法
で
規
制
さ

れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
フ
ィ
ー
ダ
ー
・

フ
ァ
ン
ド
に
も
、
同
様
の
表
示
を
要

求
す
る
。

ま
た
、
現
行
で
は
、
１
９
４
０
年

投
資
会
社
法
で
規
制
さ
れ
て
い
な
い

投
資
会
社
に
、
当
該
投
資
会
社
の
純

資
産
の
５
％
を
超
え
る
公
正
価
値
の

投
資
先
フ
ァ
ン
ド
に
よ
り
保
有
さ
れ

る
投
資
に
関
し
て
、
特
定
の
情
報
の

開
示
を
要
求
し
て
い
る
。
本
Ａ
Ｓ
Ｕ

案
は
、
同
様
の
開
示
が
１
９
４
０
年

投
資
会
社
法
で
規
制
さ
れ
る
投
資
会

社
に
も
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に

す
る
。
結
果
と
し
て
、
投
資
会
社
に

よ
り
保
有
さ
れ
る
投
資
先
フ
ァ
ン
ド

に
つ
い
て
の
継
続
性
と
透
明
性
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
の
比
較

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
は
、
米
国
基
準
の
投
資

会
社
と
同
様
の
企
業
に
関
す
る
規
定

を
有
す
る
が
、
投
資
先
の
連
結
に
関

す
る
規
定
は
米
国
基
準
と
異
な
っ
て

い
る
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
に
関
し
て
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
は
マ
ス
タ
ー
・
フ
ィ
ー
ダ
ー
契

約
に
関
す
る
会
計
と
報
告
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
提
供
し
て
い
な
い
し
、
報
告

投
資
会
社
の
投
資
先
フ
ァ
ン
ド
に
よ

り
保
有
さ
れ
る
投
資
に
関
す
る
特
別

の
開
示
要
求
も
な
い
。

適
用
日
等

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
５
年
２

月
17
日
。

強
制
適
用
日
は
未
定
だ
が
、
将
来

に
向
か
っ
て
適
用
さ
れ
、
早
期
適
用

は
認
め
ら
れ
る
。

金
　
　
融

原
油
安
か
ら
日
欧
の
金
融
緩
和

策
促
進
と
ド
ル
高
抑
制
へ

国
際
原
油
価
格
の
下
落
が
顕
著
に

な
って
い
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｉ
で
み
る
と
、
８
月

に
つ
け
た
２
０
１
４
年
の
高
値
１
１
０

ド
ル
付
近
か
ら
12
月
前
半
で
60
ド
ル

割
れ
を
目
指
す
急
落
ぶ
り
だ
。
景
気

低
迷
に
伴
う
世
界
的
な
原
油
の
需
要

後
退
や
、
世
界
情
勢
を
め
ぐ
る
関
係

国
の
思
惑
が
原
因
で
、
今
後
の
影
響

は
世
界
的
に
拡
大
し
そ
う
だ
。

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
総
会
で
は
、
価
格
維
持

の
た
め
減
産
を
望
む
参
加
国
も
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
最
大
の
産
出
国
で
あ

る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
減
産
見
送
り

の
主
張
に
、
他
の
産
油
国
も
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
の
石
油
鉱
物
資
源
相
に
よ
る

米
国
の
シ
ェ
ー
ル
油
と
の
市
場
シ
ェ
ア

争
い
へ
の
言
及
が
報
じ
ら
れ
、
シ
ェ
ー

ル
油
が
１
バ
レ
ル
当
た
り
70
～
90
ド

ル
程
度
か
ら
採
算
割
れ
す
る
業
者

が
出
始
め
る
こ
と
か
ら
、
当
面
は
下

値
を
探
る
展
開
に
な
り
そ
う
だ
。
こ

の
た
め
、
小
規
模
な
産
油
国
に
も

影
響
が
出
て
お
り
、
市
場
で
は
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
の
デ
フ
ォ
ル
ト
懸
念
が
拡
大
、

ま
た
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
次
い
で
ロ
シ

ア
、
米
国
が
産
油
国
と
し
て
名
を
連

ね
る
た
め
、
各
々
の
国
内
経
済
に
も

今
後
影
響
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
。

ロ
シ
ア
経
済
の
低
迷
は
、
ド
イ
ツ
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フラッシュ

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2014年
12月5日

法定調書提出義務者・源泉
徴収義務者となる事業者の
ための社会保障・税番号制
度の概要

国税庁
「個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法」や「法定調書（源泉
所得税）に関する事務での取扱い」など、法定調書提出義務者・源泉
徴収義務者の参考となるよう、社会保障・税番号制度の概要につい
て簡潔にまとめたもの。

2015年1月1日号
情報フラッシュ

2014年
12月9日

公益法人新制度への移行期
間終了等に伴う非営利法人
委員会公表物の廃止につい
て

JICPA

特例民法法人の公益社団・財団法人または一般社団・財団法人へ
の移行期間が終了したこと、および2008年に公表された公益法人
会計基準が実務に浸透してきたことを受け、すでに役割を終了して
いるものと考えられる13本の公表物を廃止することとされた。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1780.
html

―

な
ど
ユ
ー
ロ
圏
の
経
済
に
打
撃
を
与

え
る
。
実
際
に
欧
州
中
央
銀
行
は
、

12
月
に
な
っ
て
２
０
１
５
年
の
景

気
・
物
価
見
通
し
を
下
方
修
正
し
た

が
、
さ
ら
に
原
油
安
傾
向
が
続
く
よ

う
だ
と
見
通
し
は
さ
ら
に
下
が
る
こ

と
に
な
り
、
２
０
１
５
年
の
早
い
時

期
に
見
込
ま
れ
る
金
融
緩
和
策
の
内

容
に
影
響
を
与
え
る
。
ベ
ネ
ズ
エ
ラ

や
ロ
シ
ア
で
は
、
自
国
通
貨
が
対
ド

ル
で
大
幅
に
下
落
し
て
い
る
が
、
米

Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
つ
い
て
も
利
上
げ
観
測
が

後
退
し
、ド
ル
／
円
が
売
ら
れ
円
高
・

ド
ル
安
方
向
へ
の
巻
き
戻
し
圧
力
が

か
か
る
だ
ろ
う
。

日
本
で
は
す
で
に
日
銀
が
、
原
油

安
懸
念
か
ら
イ
ン
フ
レ
率
目
標
の

２
％
達
成
見
込
み
の
後
退
に
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
、
10
月
31
日
に
異
次

元
緩
和
策
第
２
弾
を
放
っ
た
。た
だ
、

原
油
安
は
日
本
経
済
に
は
プ
ラ
ス
で

あ
り
他
の
産
油
国
と
は
異
な
る
。
し

か
し
、
日
銀
は
こ
う
し
た
日
本
経
済

に
対
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
視
野
に
入
れ

る
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
な
く
、
自
身
の

イ
ン
フ
レ
率
２
％
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
の
た
め
逆
に
原
油
安
に
対
抗
措

置
を
考
え
て
い
る
た
め
、
さ
ら
な
る

追
加
緩
和
策
を
誘
発
す
る
動
き
に
な

り
そ
う
だ
。

証
　
　
券

２
０
１
４
年
か
ら
２
０
１
５
年
へ

年
末
を
迎
え
、
２
０
１
４
年
の
総

括
と
２
０
１
５
年
の
展
望
を
行
う
時

期
が
来
た
。
師
走
と
い
う
折
に
総
選

挙
特
有
の
音
声
が
街
に
響
き
、
何
と

な
く
落
ち
着
か
な
い
。
沈
思
黙
考
と

は
行
き
そ
う
に
な
い
が
、
経
済
・
企

業
収
益
の
展
望
を
ベ
ー
ス
に
株
価
の

来
し
方
の
評
価
、
方
向
性
を
展
望
し

て
み
る
ほ
か
な
い
。

目
下
、
世
界
の
主
要
国
は
同
時
株

高
で
14
年
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い

る
。
先
頭
を
切
っ
て
い
る
の
は
無
論

米
国
で
あ
る
。経
済
回
復
へ
の
期
待
、

堅
調
な
企
業
収
益
を
背
景
に
米
株
価

は
14
年
、
ほ
ぼ
上
昇
基
調
で
推
移
し

て
き
た
。
経
済
成
長
ペ
ー
ス
が
緩
や

か
で
あ
る
分
、
株
価
の
上
昇
ス
ピ
ー

ド
も
緩
や
か
で
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
は
史
上
最

高
値
を
更
新
し
た
が
、
過
熱
感
は
な

い
。
15
年
も
経
済
成
長
に
沿
っ
た
株

価
展
開
が
見
込
め
る
だ
ろ
う
。

今
や
第
２
の
経
済
大
国
、
中
国
は

問
題
山
積
を
指
摘
さ
れ
続
け
、
国
外

か
ら
は
崩
壊
予
告
が
絶
え
な
か
っ

た
。
経
済
成
長
率
の
傾
向
的
な
低
下

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
政

権
は
経
済
の
質
重
視
の
姿
勢
を
明
確

に
し
て
お
り
、
累
積
さ
れ
て
き
た
不

均
衡
の
改
善
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。

日
本
の
輸
出
先
と
し
て
は
今
後
も
期

待
薄
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
長
率
の

上
下
に
一
喜
一
憂
を
す
る
こ
と
は
な

い
。
中
国
株
価
の
14
年
前
半
は
底
這

い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
後
半
は
一
本

調
子
で
上
昇
を
続
け
、
年
末
の
世
界

同
時
株
高
の
環
に
加
わ
っ
た
。
株
価

は
政
権
の
姿
勢
を
評
価
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
15
年
も
こ
の
方
向

性
を
期
待
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

Ｅ
Ｕ
は
14
年
も
経
済
低
迷
か
ら
脱

出
す
る
兆
し
が
み
え
な
か
っ
た
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
端
を
発
し
た
ロ
シ

ア
へ
の
経
済
制
裁
の
は
ね
返
り
で
、

停
滞
長
期
化
の
懸
念
が
強
ま
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
こ
れ
で
は
株
価
の
上
昇

は
期
待
す
べ
く
も
な
い
が
、
そ
れ
で

も
Ｅ
Ｕ
主
要
国
は
年
末
の
世
界
同
時

株
高
に
加
わ
っ
た
。
た
だ
、
年
末
に

年
初
来
高
値
を
更
新
で
き
た
の
は
ド

イ
ツ
だ
け
で
あ
り
、
日
米
と
の
違
い

は
明
ら
か
で
あ
る
。

日
本
経
済
、
株
価
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
諸
国
、
地
域
の
動
向
を
探

る
と
、
15
年
に
さ
ら
に
情
勢
が
悪
化

す
る
と
展
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
日
本
の
14
年
の
平
均
株
価
は
、

前
半
は
低
位
で
の
も
た
つ
き
、
後
半

は
Ｎ
字
型
を
描
い
て
フ
ィ
ナ
ー
レ
を

飾
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
終
わ
り
方
は

ま
ず
年
初
の
株
価
上
昇
を
予
想
さ
せ

る
。で

は
、
そ
の
後
は
ど
う
か
。
要
は

総
選
挙
の
洗
礼
を
受
け
た
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
の
成
果
が
ど
う
数
字
に
表
れ
て

く
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点

で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
行
き
過
ぎ

が
懸
念
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る

円
安
が
輸
出
数
量
の
増
加
を
も
た
ら

す
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
評
価
が

分
か
れ
、
株
価
に
も
は
ね
返
っ
て
く

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

経理用語の豆知識
事業分離

事業分離とは、ある企業を構成する事業を他の企業に移
転することをいう。分離元企業は、事業分離日に移転した事
業に関連する投資が①清算されたとみる場合、②そのまま
継続しているとみる場合で会計処理が異なる。

①の場合は、その事業を分離先企業に移転したことによ
り受け取った対価となる財の時価と移転した事業に係る株主
資本相当額との差額を移転損益として認識し、改めて当該
受取対価の時価にて投資を行ったものとする。

②の場合は、移転損益を認識せず、その事業を分離先
企業に移転したことにより受け取る資産の取得原価は移転し
た事業に係る株主資本相当額に基づいて算定するものとす
る。子会社株式や関連会社株式となる分離先企業の株式
のみを対価として受け取る場合には、当該株式を通じて移
転した事業に関する事業投資を引き続き行っていると考えら
れることから、投資が継続しているとみなされる。

事業分離に要した支出額は、発生時の事業年度の費用
として処理する。


